
 瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

瀬戸市教育委員会   

教育長 加 藤 正 彦  

瀬戸市教育委員会規則第４号 

   瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の一部を改正する規 

   則 

 瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則（昭和５１年瀬戸市教育

委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （使用料） 

第１０条の２ 開放施設のうち照明設備及び空調

設備を利用する者は、瀬戸市立学校体育施設使

用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２号）に

基づき、使用料を納めなければならない。 

別表第１（第２条関係） 

学校名 開放施設 

＜省略＞ 

瀬戸市立西陵小学校 ＜省略＞ 

 

 

瀬戸市立みつば小学校 

 

 

＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

 （使用料） 

第１０条の２ 開放施設のうち照明設備を利用す

る者は、瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平

成１４年瀬戸市条例第２２号）に基づき、使用

料を納めなければならない。 

別表第１（第２条関係） 

学校名 開放施設 

＜省略＞ 

瀬戸市立西陵小学校 ＜省略＞ 

瀬戸市立原山小学校 屋内運動場 校庭 

瀬戸市立萩山小学校 屋内運動場 校庭 

瀬戸市立八幡小学校 ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 改正後の瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則の規定は、こ

の規則の施行の日以後に登録及び許可する利用について適用し、同日前

に登録及び許可した利用については、なお従前の例による。 

３ 改正前の瀬戸市学校体育施設スポーツ開放に関する規則別表第１にお

ける瀬戸市立原山小学校及び瀬戸市立萩山小学校の開放施設に係る規定

については、令和１０年３月３１日までは、なお従前の例による。 


